
LPF 003(Daiken Sarawak) / DKS: MDF manufacture plant 



ルマ・ドゥンダン 
（Rumah Dundang* (旧名 Rumah Sanah)ビンツル県シムラジャウ地区） 

 
 民族 イバン人 
 概況 大建工業（本社：大阪）の現地法人である Daiken Sarawak Sdn. 

Bhd.社が州政府から 5,500 ヘクタールの土地リースを得て 2002 年
から進めているアカシア植林で、この地域に住むイバン人、プナ
ン人、マレー人のコミュニティが耕作地を失った。特に植林地の
中心に位置する Rumah Dundang 村 (旧名 Rumah Sanah 村)は、開発
を受け入れるかどうかをめぐって村が二つに分裂し、同社との裁
判沙汰になっている。 

 

出典： 
「熱帯プランテーション問題に関する調査 中間報告書【暫定版】」 
平成 24 年 3 月 プランテーション・ゥォッチ 



“Eco-friendly” flooring 

「わたしたちから奪った 
土地に由来するダイケンの 

製品は大きな問題が 
あることを知ってほしい」 
[ドゥンダン・アナック・ティブ] 



Rh. Lani (Rh. 
Nor) 

LPF 001 Grand Perfect 
Rumah Nor located in the concession? 



Rumah Nor (Current village name: Rh. Lani) 

2002年10月ルマ・ノル裁判 
 従来の政府側の解釈では，先住慣習

権は1958年までに住民が耕作や住居
の建設などのために開墾した土地に
のみ認められていた。 

 これに対し，地方裁判所の判決では，
居住地や耕作地，放棄林のほかにも，
開墾されていないが住民が生活に必
要な資源を採取するために利用して
き「プマカイ·ムノア」と呼ばれる森
林についても先住慣習権を認めると
した。 

 ルマ・ノル裁判の判決は，その後の
類似の裁判で住民側弁護団が引用す
るようになり，先住民たちは司法制
度を通した土地権の獲得に希望をも
つようになった 

Mr. Nor Anak Nyawai 

New longhouse at Rh. Lani 
引用：森下明子「サラワクの森林開発をめぐる利権構造」 

『ボルネオの〈里〉の環境学 : 変貌する熱帯林と先住民の知』(2013)所収 



↑都内公共工事(2015年12月15日) / 都内量販店(2015年12月)↓  

 サムリン・住林(輸入協008) 



Sarawak sourced plywood based-flooring products 



High-Tower Condominiums with Daiken’s Plywood-based Flooring Brands 

Mitsubishi Park House Toyosu Mitsubishi Park House Toyosu 

Mitsubishi Park House Nishi Shinjyuku Sekisui House Ground Maison Nakano 



High-Tower Condominiums with Eidai’s Plywood-based Flooring Brands 

Daiwa House Premist Kita Shinagawa Nomura Real Estate Proud Sannoh 

Nomura Real Estate Proud Sannoh Daiwa House Premist Kita Shinagawa 



 
 

マレーシア産床材に注意を 違法伐採疑いと環境団体 
 

以前から欧米の環境団体の調査で、伐採許可をめぐる地元政府の汚職の疑いなどが
指摘されている。(2016年3月28日) 

サラワク州の木材産業を取り巻く構造的な汚職 
 賄賂と引き換えにコンセッションが発効 
 土地法などの法令が遵守されていない 



首席大臣はサラワクの伐採を
取り巻く問題の深刻さを公然
と認めはしたものの、誓約を
手際よく実践することが依然
できずにいる。挙句の果てに
2015年10月には、「サラワ
クの違法伐採を止めることは
無理だろう」と認めてしまっ

た。 

「新規伐採権の発給はしない」 
ーアデナン新首相によるアナウンスは 

どこまで信用してよいのか?― 



木材新聞2016年3月23日 

「①州政府は所有未確定な土地や
疎外地などの特殊な例を除いて今
後、新規伐採権に関与しない」 
 
 

 
1. 「所有未確定な土地や疎外

地」とは先住慣習地の意味に
他ならない。 

2. 先住慣習地をめぐる法廷闘争
の根幹であるNCRに対する配
慮はまったくない。 

3. 今後、先住民コミュニティと
の軋轢が増す恐れも。 

 



ご清聴ありがとうございました。 

原田 公 (JATAN事務局) 

Email: harada@jatan.org 


